
一般財団法人東京都剣道連盟大会審判員年齢基準内規

平成28年 3月 15日施行

平成29年 3月 14日改正

平成30年 12月 6日改正

東京都剣道連盟が主催および関係する大会の審判員は次に定める年齢基準とする。

ただし、高齢者剣道大会を除き、剣道八段取得審判員の年齢基準を 69歳以下とする。

大会名 審判長 審判主任 審判員

東京剣道祭 年齢制限しない 6 9歳以下 6 9歳以下
ヽ•

,' 

東京都剣道大会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

国体選手選考会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

東京都剣道選手権大会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

形剣道大会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

東京都少年剣道大会 6 9歳以下・ 6 9歳以下 64歳以下

東京都女子年齢別剣道大会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

東京都女子剣道選手権大会・
6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

都道府県少年選手選考会

都道府県対抗予選会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

都民大会・都道府県女子予選会 6 9歳以下 , 6 9歳以下 64歳以下

青年剣道大会・都民生涯大会 6 9歳以下 6 9歳以下 64歳以下

高齢者剣道大会（シニア大会） 7 5歳以下 7 5歳以下 7 5歳以下

※年齢基準は大会当日とする。

‘以上

附則

1. この内規は、平成28年 3月 15日から施行する。

2. 昭和 56年 12月 15日施行の「審判員の選出基準」は廃止する。

3. 平成 29年 3月 14日から改正施行する。

4. 平成 30年 12月 6日から改正施行する。


